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第71号　　　　　 平成14年4月1日

厚生財団
財団法人 新 潟 県 教 職 員 厚 生 財 団 TEL.025（228）3581

〒951－8516 新潟市東中通1－86 FAX.025（224）8830

KOSEIZAIDAN

桜前線が足早に北上し、春本番も間近

になりました。皆様には、新年度を迎え

ご多忙な日々をお過ごしと存じます。

去る２月13日の評議員会で平成14年度

事業計画並びに収支予算、その他関係諸

規程の改定が議定されました。その主な

内容をお知らせいたします。

①　各種貸付金利率を引き下げ、貸し付

け利用の拡大を図ります。

②　厳しい経済状況から、普通厚生費贈

与率を若干引き下げます。

③　ホームページを開設し、財団事業内

容の周知徹底を図ります。

本年度事業の概要は２・３ページに載

せましたが、個々の内容については14年

度厚生財団事業案内等を参照ください。

役職員一同、皆様のご期待に応える財

団運営を目指し、決意を新たに努力いた

しますので、一層のご理解とご協力をお

願いいたします。

五泉支部長
文 五泉小学校長 羽入　正路 様

写　真 五 泉 市

■「小山田彼岸桜樹林」
天然記念物（昭和３年国指定）

新潟県の文化財シリーズ

蒲原平野の眺望絶景と桜の花のすばらしさは、

「吉野にまさるともおとらじ」と称賛されたと伝

えられる「小山田彼岸桜樹林」です。

巨樹が多く、その数は250本をこえます。

五泉市小山田地域の山ろくに繁茂しており、植

樹当時（1850年ころ）は、1000本を数え、開花時

は、万山これ桜の花に埋まったといわれています。
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平成14年2月13日開催の評議員会において、平成14年度事業計画案及び収支予算案が、
慎重審議の結果承認されましたので、お知らせします。

①　団員の皆さんに財団の本旨・事業内容を理解していただくために、関係機関・団体と
の連携を密にし、広報紙の発行やホームページの開設等、広報活動の機会を効果的に活
用します。
②　財団の基盤強化のため、一層の入団促進策を推進し積立金の増額につとめ、経済動向
を注意深く見極め堅実にして安定した資金運用に努めます。さらに、公正な立場にある
監査法人（公認会計士）の指導助言を受け、適正な財務処理に努めます。
③　財団の事務分掌組織の一元化を図り、事務の効率化と管理費の節減に努めます。
④　厳しい経済事情と、低迷の続く金融市場の動向に配慮し、財団事業費の収支バランス
を図るため、普通厚生費贈与率と貸付金利率を引き下げます。
⑤　公益事業の一層の充実と発展を図るとともに、団体扱いの生命保険がより安定した制
度となるよう、団員の理解と加入者の増加に努めます。
⑥　平成15年5月実施予定の「創立90周年記念事業」の推進と体制づくりに努めます。 ●入団6か月を経過した団員であれば、各種貸付金をご利用いただけます。

ただし、住宅・宅地資金、学資金、入学資金は入団１年経過後からとなります。

●現在返済中の方も、新利率が適用されますので、
返済月額が少なくなります。
４月分の払込・残高明細書でご確認ください。

●新利率の借用証書をご利用ください。
（用紙は、３月に財団係様宛送付済です。）

平成14年度事業計画と収支予算平成14年度事業計画と収支予算平成14年度事業計画と収支予算 平成14年度の主要改定事項平成14年度の主要改定事項平成14年度の主要改定事項

平成14年度財団運営の基本方針と事業計画

収入・支出�
77億6,085万円�
収入・支出�
77億6,085万円�

事業費�
3億1,660万円�
(4.1％）�

基本・資金運用収入�
1億4,570万円�
(1.9％）�

事業収入�
3億9,116万円�
(5.1％）�雑収入・分担金等収入�

1,047万円�
(0.1％）�

貸付金返済収入�
25億6,352万円�
(33.0％）�

厚生資金積立金収入�
22億5,000万円�
(29.0％）�

証券預金取崩収入�
24億円�
(30.9％）�

管理費�
1億9,350万円�
(2.5％）�

固定資産取得・予備費�
1億100万円�
(1.3％）�

貸付金支出�
27億4,560万円�
(35.4％）�

厚生資金積立金取崩�
16億7,000万円�
(21.5％）�

証券預金支出�
27億円�
(34.8％）�

90周年記念事業引当預金支出�
2,400万円�
(0.3％）�

当期収支差額�
1,015万円�
(0.1％）�

予算内訳

収 入 支 出

・学資金貸付金 年2.55％
・入学資金貸付金 年2.55％
・災害資金貸付金 年2.55％
・育児休業資金貸付金 年2.55％

・生活資金貸付金 年2.76％
・住宅・宅地資金貸付金 年2.76％
・自動車資金貸付金 年2.76％

年0.66％
・貸付利率との収支バランスを図るために、

引き下げさせていただきました。

●継続団員が、肺がん検診を受けたとき、3,000円を贈与します。（新設）
ただし、総合健診に付加して同時に受診したときは、贈与しません。

●各種貸付金利率の引き下げ

●普通厚生費贈与率の引き下げ

●その他の改定事項
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☆この広報紙は地球の緑を守るため、再生紙を使用しています。

・詳しい「案内書」と「参加申込書」は所属所に送付しました。参加ご希望の方は「参加申込書」
を提出してください。はがきや電話・FAXでも受け付けます。

・参加団員の方には財団より1万円の補助金を贈与します。

お問い合わせ・お申込みは (財)全国修学旅行研究協会　新潟県支部（厚生財団内）
TEL 025-228-3581 FAX 025-224-8830

事務局からのお知らせ

貸付金利率が引き下げられました

初夏の尾瀬の旅
～「白い妖精」ミズバショウ

の楽園にふれる～

■旅行代金

36,000円
■旅行期間

6月6日(木)

6月7日(金)

■ 貸 付 条 件 入団6か月以上の団員
■ 貸付限度額 250万円
■ 貸 付 利 率 年2.43％
■ 貸 付 日 借用証書を受け付けた翌日に指定口座に送金します。
■ 返 済 方 法 長期・短期のどちらかと、ボーナス併用返済のどちらかを選んでいただきます。

例200万円のご利用（５年返済・ボーナス併用の場合）
月賦返済　17,716円

6・12月のボーナス毎に10万円＋期間利子
で車があなたのものに……

詳しくは財団ファイルをご覧ください。
※　現在返済中の方で、新たに借入れを希望するときは、残金を差し引いて送金します。「借用証書」と
「借替申込書」を提出してください。

＊4月の特別厚生費の
送金事務について

４月は団員の所属異動等の
ため、送金事務はいつもの
処理よりも多少遅れる場合
があります。ご了承ください。

＊振込用紙について

第四銀行、北越銀行から送
金の場合は、「電信扱いの振
込用紙」を使用してください。

＊特別厚生費の請求は
お忘れなく

特別厚生費の請求期限は事
由発生から1年間です。
忘れずに請求してください。

5/30日(木)

6/1日(土)
～

～

～

～

～

7/29日(月)

7/31日(水)

7/31日(水)

8/7日(水)

8/20日(火)

8/27日(火)

お２人で
10万円

258,000円

C

D

E

8/21日(水)

8/26日(月)
F

初夏の尾瀬の旅
～「白い妖精」ミズバショウ

の楽園にふれる～

初夏の尾瀬の旅
～「白い妖精」ミズバショウ

の楽園にふれる～

B

コ ー ス 名 期　　間 旅行代金

93,000円

333,000円

222,000円

紺碧の積丹半島と富良野・小樽・登別温泉3日間
～新造船「らいらっく」豪華特等船室・専用テラス付～

自然観察ガイドと行く、北海道離島3日間の旅
～海鳥群れ遊ぶ天売島と自然林の焼尻島～

サマースペシャル！遙かなるシルクロード
～ハイライト西安・敦煌・トルファン・ウルムチ8日間の旅～

フィンランド航空チャーター便で行く エルミタージュ美術館
～北の麗人サンクトペテルブルグとバルト海の乙女ヘルシンキ８日間の旅～

ハワイ島マウナケア登頂とキラウエア火口・
ダイヤモンドヘッドハイキング6日間

～

A


